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緊急事態宣言発令に伴うご協力のお願い 

  

日頃、保護者の皆様方には、各園の運営にご理解ご協力を賜り誠にありがとうござ

います。 

 さて、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として緊急事態宣言が４月７日に発令

されました。これを受け、日の出町私立保育園園長会と日の出町子育て福祉課で協議

した結果、新型コロナウイルス感染拡大防止と子ども達の安全確保を最優先するため、

下記の対応を行います。保護者の皆様には、下記の事項をご確認していただき、ご理

解ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

1、 登園の自粛について 

基本的には登園を控えていただくようお願い致します。 

 ただし、就業先でどうしても出勤が必要な場合はお預かりします。  

 

2、 保育施設を利用する場合 

  別紙の表に保育希望日、時間等を記入して前週の木曜日までに提出してください。 

  ・保育施設利用申込書に、職場からの証明を受け提出してください。 

各園の園長が判断します。 

    ・保育施設利用証明また職場証明印が出ない場合はお預かりができません。 

  ・延長保育の利用をしないなどの保育時間の短縮にご協力ください。 

  ・その他の理由で保育が必要な場合は、各園にお尋ねください。 

 

裏面へ 



3、 園児の登園や送迎について 

・ 登園前にはこれまで同様必ず検温してください。発熱（３７．５℃以上）・咳き 

嘔吐・下痢など体調不良の症状が認められる場合は登園できません。 

・過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後２４時間以上が経過し、呼吸器

症状が改善傾向となるまでは登園できません。 

・登園後も体調が思わしくなく発熱がある場合はお迎えをお願いしますので、日中 

必ず連絡が取れるようにしてください。 

・発熱等の症状がある保護者の送迎は御遠慮ください。 

 代わる方がいない場合は、登園前にお電話ください。 

・送迎の際には、兄弟の来園はご遠慮ください。 

 

 

4、 保育料・給食費について 

・ 保育料と給食費については、緊急事態宣言の発令期間、日割りで返還致します。 

詳細については後日お知らせ致します。 

 

5、 その他のお願い 

・ 園内も日常保育の安全を確保した最低限の人数で園を運営していきます。 

緊急事態宣言の発令に伴い保育士等も自宅待機をするなど感染防止に努めてい

きます。 

・ 調理員が不足した場合は給食の提供ができなくなる可能性があります。 

その場合は午前保育やお弁当の持参をお願いすることがあります。 

 ・ 園内の関係者の中で、新型コロナウイルスに感染した方が出た場合は、全ての

業務を停止し、閉所する可能性があります。 

 

      ＜感染拡大の防止にご協力ください＞ 

  ご家族の中で、感染の疑いがある場合や濃厚接触者と確定された場合は、 

 速やかに園長に報告して下さい 


